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（
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
使
用
済
燃
料
の
輸
送
及
び
再
処
理
、
放
射
性
廃
棄
物
の
返
還
等
に
関

　
　
　
　

す
る
交
換
公
文
） 

 

 

　
　
　
　
　
　
　

（
日
本
側
書
簡
）

　

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
二
千
二
十
三
年
五
月
三
日
に
パ
リ
で
署
名
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
と
フ
ラ
ン

ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
移
行
大
臣
と
の
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
共
同
声
明
、
千
九
百
九
十
年
四
月
九
日

に
パ
リ
で
作
成
さ
れ
た
議
定
書
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
千
九
百
七
十
二
年
二
月
二
十
六
日
に
東
京
で
作
成
さ
れ
た
原
子
力
の
平
和

的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
、
二
千
六
年
二
月
二
十
七
日
に
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
作
成
さ
れ
た
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
欧
州
原
子
力
共
同
体
と
の
間
の

協
定
、
千
九
百
九
十
七
年
九
月
五
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
作
成
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
管
理
及
び
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
安
全
に
関
す

る
条
約
並
び
に
二
千
二
十
六
年
一
月
二
十
日
に
署
名
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
関
す
る
使
用
済
燃
料
再
処
理
・
廃
炉
推

進
機
構
と
オ
ラ
ノ
・
リ
サ
イ
ク
ル
と
の
間
の
契
約
及
び
二
千
二
十
六
年
一
月
二
十
日
に
署
名
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に

関
す
る
契
約
に
関
す
る
使
用
済
燃
料
再
処
理
・
廃
炉
推
進
機
構
、
関
西
電
力
株
式
会
社
及
び
オ
ラ
ノ
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
間
の
三
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者
間
補
足
契
約
（
以
下
「
再
処
理
契
約
」
と
総
称
す
る
。
）
に
言
及
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。 

　

本
使
は
、
更
に
、
再
処
理
契
約
の
対
象
と
な
る
使
用
済
燃
料
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
け
る
再
処
理
に
関
す
る
両
政
府
間
で

到
達
し
た
次
の
了
解
並
び
に
そ
の
了
解
が
特
に
フ
ラ
ン
ス
環
境
法
典
第
Ｌ
５
４
２

－

２
条
及
び
第
Ｌ
５
４
２

－

２

－

１
条
の
規

定
に
留
意
し
て
、
両
国
が
当
事
国
で
あ
る
適
用
の
あ
る
国
際
協
定
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
関
係
法
令
に

従
っ
て
両
政
府
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。 

１　

再
処
理
契
約
の
対
象
と
な
る
使
用
済
燃
料
は
、
二
千
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
二
千
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
日
本
国
か
ら
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
輸
送
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
。 

２　

再
処
理
契
約
の
対
象
と
な
る
使
用
済
燃
料
は
、
二
千
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
二
千
三
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
い
て
再
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
。 

３　

再
処
理
契
約
の
対
象
と
な
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
か
ら
生
ず
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
ウ
ラ
ン
は
、
民
生
用
原
子
炉
に
供

給
す
る
た
め
の
核
燃
料
を
生
産
す
る
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。 

４　

日
本
国
政
府
は
、
再
処
理
契
約
の
対
象
と
な
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
か
ら
生
ず
る
放
射
性
廃
棄
物
が
、
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
の
領
域
か
ら
日
本
国
の
領
域
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
前
記
の
放
射
性
廃
棄
物
の
日
本
国
へ
の
返
還
の
最
終
期



　　 3 

日
は
、
二
千
四
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

５　

両
政
府
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
か
つ
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
こ
の
書
簡
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
適
当
な

措
置
（
特
に
、
再
処
理
契
約
の
履
行
の
た
め
の
認
可
、
許
可
及
び
免
許
に
関
す
る
も
の
）
を
と
り
、
及
び
双
方
の
事
業
者
に

よ
る
再
処
理
契
約
の
履
行
を
恣
意
的
に
妨
げ
な
い
。 

６　

両
政
府
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
が
加
盟
国
で
あ
る
欧
州
原
子
力
共
同
体
（
以
下
「
ユ
ー
ラ
ト
ム
」
と
い
う
。
）
の
原
則
で

あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
又
は
使
用
済
燃
料
の
安
全
な
か
つ
責
任
あ
る
処
分
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
責
任
は
、
放
射
性
廃
棄

物
又
は
使
用
済
燃
料
の
仕
出
国
に
あ
る
と
す
る
も
の
を
尊
重
す
る
。 

７　

両
政
府
は
、
ユ
ー
ラ
ト
ム
の
加
盟
国
と
し
て
の
地
位
か
ら
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
生
ず
る
義
務
を
考
慮
し
て
、
こ
の
書
簡
の

規
定
と
ユ
ー
ラ
ト
ム
の
法
令
の
規
定
と
が
抵
触
す
る
場
合
を
含
め
、
こ
の
了
解
か
ら
又
は
こ
れ
に
関
連
し
て
生
ず
る
こ
と
の

あ
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
遅
滞
な
く
相
互
に
協
議
す
る
。 

８　

こ
の
書
簡
の
規
定
は
、
再
処
理
契
約
の
対
象
と
な
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
か
ら
生
ず
る
放
射
性
廃
棄
物
の
日
本
国
へ
の

返
還
の
完
了
の
日
又
は
両
政
府
が
必
要
に
応
じ
て
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
書
面
に
よ
り
こ
の
書
簡
の
規
定
の
終
了
を
相
互

に
確
認
す
る
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。 



　　 4 

９　

こ
の
書
簡
の
規
定
は
、
両
政
府
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
り
い
つ
で
も
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

本
使
は
、
前
記
の
了
解
が
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
に
よ
り
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
書
簡
及
び
受
諾
す
る

旨
の
閣
下
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ

と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。 

　

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。
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（
フ
ラ
ン
ス
側
書
簡
） 

（
訳
文
） 

　

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

 

し
ま
す
。

 

 

　
　
　
　

（
日
本
側
書
簡
）

 　

本
大
臣
は
、
前
記
の
了
解
が
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
に
と
っ
て
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
に

代
わ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
合
意
が
こ

 

の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

 

　

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
貴
使
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

 


